
無 料

土曜日

僕が育休を取ったのは６年前のこと。でも、６歳になった娘を

育てながら思うのです。自分にとっての「育休効果」はいまも

続いている。もちろん、能天気に最高！みたいなことばかりじゃ

ありません。それでも、あの体験がなかった人生をもはや想像

できない、とさえ感じることがある。今回は、自分自身の

育休体験と、それからアフター育休ともいえる現在地

についてお話しできればと考えています。

質問も受け付けますのでこの機会にどうぞ！（魚返洋平）

7/14金～7/27木
◆◆◆配信期間◆◆◆

※質問は、申込時にご記入ください。
締切りは７月3日(月)です。

※

男女共同参画の推進と多様な生き方をみとめあう社会づくり

令和５年度ウィズ新宿 男女共同参画講座

こちらから
お申込みください

新宿区子ども家庭部男女共同参画課
新宿区立男女共同参画推進センター
〒１６０－０００７ 新宿区荒木町16番地

☎ ０３－３３４１－０８０１
FAX  ０３－３３４１－０７４０
【受付時間】日祝除く８：３０～１７：００

＊＊＊問合せ＊＊＊

夫婦関係の悩み、家庭内の問題、DV等、様々な理由から離婚を考
えたとき、何を知っておくべきでしょうか。離婚手続きの流れや、
離婚の際に問題となる財産分与・年金分割・親権など必要な知識を、
経験豊富な弁護士が、事例を交えてわかりやすくお話します。

YouTube限定配信オンライン講座

申込み方法

１月１７日（水）～２月２８日（水）

区内在住・在勤・在学でYouTube

動画配信を見る機器をお持ちの方

※通信費は申込者負担

約９０分（予定）

申込み期間

対 象

講座時間

新宿区ホームページからお申込みください。

申込者へ動画サイトのＵＲＬを送信します。

※３日以内に返信がない場合はお問い合せください

伊藤 真樹子 氏

弁護士

2 /16 (金) ～ 2 /29 (木)【配信期間】

令和６年



お申込みの際に伺いする個人情報は
①講座開催の予約確認
②突発的事情による中止などの連絡
③講座実施方法の連絡
④受講者の年代に合わせた講義の準備にのみ使用し、
それ以外の目的では使用しません

★個人情報の取り扱いについて★

講師紹介

東京弁護士会所属

２００８年 弁護士登録、都内法律事務所に勤務

２０１７年 仙川総合法律事務所開設

「離婚は決してネガティブなことではなく、人生の前向きな

スタートを切るための選択肢の一つ」との思いで、依頼者に

寄り添った対応を心がけ、離婚事件を中心に５００件以上の

案件に携わる。

伊藤 真樹子 氏

いとう まきこ

仙川総合法律事務所 弁護士

★この講座は新宿区と新宿区立男女共同参推進センター運営委員会との協働事業です★

ぐるーぷ・カナリヤ、新宿区家庭教育グループ連絡会、

新宿区婦人団体協議会、新宿区平和派遣の会、新宿ユネスコ協会

＊＊＊運営委員会構成団体＊＊

その他ウィズ新宿で

開催の講座ご案内


